
登録検査機関

登録検査機関とは、政府の代行機関として、業務規程の認可を受けた製品検

査 （登録検査機関一覧をご参照ください）を行うことができる検査機関のこ

とです。

登録検査機関には、業務として、認可を受けた製品検査以外の検査も行って

いる検査機関も多くあります。自主的に検査を行う目的で依頼する際には、認

可を受けた製品検査と同等の信頼性が確保されているかどうかなど、利用目的

に沿うかどうかについて確認した上で依頼してください。

※登録検査機関一覧（平成２５年４月１日現在）

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/kikan/index.html

